
特別区児童相談所の運営状況について

世田谷区 江戸川区 荒川区

開設年月 令和２年４月 令和２年４月 令和２年７月

児童福祉司・児童心理司
配置人数

児童福祉司３７名
児童心理司１７名

児童福祉司４４名
児童心理司２１名

児童福祉司２７名
児童心理司１４名

一時保護所
児相と別整備

定員２６名（幼児６、学齢２０）
児相と一体整備

定員３５名（幼児７、学齢２８）
児相と一体整備

定員１０名（幼児２、学齢８）

子ども家庭支援センター 児相と別整備
児相と一体型

（総合相談係が子家セン機能）
児相と一体型

（在宅支援係が子家セン機能）

１ 概要

２ 相談受付件数及び一時保護人数（令和２年４月～６月）

世田谷区 江戸川区

相談受付件数
（うち虐待相談）

４月 １５９件（１１９件） ２６４件（１３９件）

５月 １８５件（１５８件） ３３６件（１７６件）

６月 ２５７件（２１２件） ３７６件（２０６件）

合計 ６０１件（４８９件） ９７６件（５２１件）

一時保護人数
（うち身柄通告）

４月 １０人（５人） １７人（５人）

５月 ６人（２人） １２人（９人）

６月 １７人（７人） １６人（１人）

合計 ３３人（１４人） ４５人（１５人）

資料７



３ 運営上の利点・課題等

利点 課題

・子家と児相で虐待通告ダイヤルの一元化を実施

・子家センと共通のアセスメントシートを使用し、機能に応じた役割分担を実施

・児童の速やかな一時保護が可能

・住基、学校情報等をすぐに参照できるため、スムーズな調査が可能

・保健師や子家センを経験した職員が家庭の背景や地域資源等をよく理解し

た上で地域との連携がとれる

・子家センとの役割分担について、想定と異なる事態も多く発生しており、

その都度の調整が必要

・児相と子家センの役割分担に応じた各々の専門性の向上に向けた人

材育成

【世田谷区】

【江戸川区】

【荒 川 区】

利点 課題

・一時保護所の個室化、私物の持ち込み等により児童が安心して生活できる

・児童の速やかな一時保護が可能

・住基、学校情報等をすぐに参照できるため、スムーズな調査が可能

・子家部門と児相部門で受理会議や援助方針会議等を合同実施

・経験の浅い職員が多い

・子家部門と児相部門の相談の振り分けが難しい

・職員の専門性向上に向けた指導・助言の強化が必要

利点 課題

・心理療法（ＰＣＩＴ等）の設備等が充実

・国基準以上の人員配置により迅速かつ丁寧なケース対応が可能

・子家部門と児相部門で受理会議や援助方針会議等を合同実施

・児童福祉司等が一時保護児童の様子を常時把握することが可能

・関係機関との距離が近く、連携が取りやすい

・経験の浅い職員が多い

・関係機関から通告以外の情報提供が多く、対応可否の判断が難しい

・所内の協議等の体制や仕組みの整備について調整が必要


